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戸 田 市 教 育 委 員 会 会 議 録                      

招 集 期 日       令 和 ８ 年 ４ 月 １ ６ 日 （ 木 ）  

場 所       戸 田 市 役 所  教 育 委 員 室  

開 会       ４ 月 １ ６ 日  午 前  ９ 時 ３ ０ 分  

閉 会       ４ 月 １ ６ 日  午 前 １ １ 時 ２ ５ 分  

教  育  長 戸 ヶ 﨑    勤  

教  育  長 

委 員       

 

出 席       

状 況       

戸 ヶ 﨑    勤  出   席 

仙  波  憲  一 出   席 

木  村  雅  文 出   席 

長  道     修 出   席 

浜  田  美  咲 出   席 

 

 

説 明 員       

（出席者） 

  

川和田教育部長、梶山参事、片境次長、田野副参事、 

重信教育総務課長、新井学務課長、石橋生涯学習課長 

 

 

書    記 教育総務課 柴田主幹 我妻副主幹 

傍  聴  人 ２名 
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会 議 の 経 過 及 び 結 果 

教 育 長 令和 8 年度の最初の定例教育委員会になりました。本年も教育委員

会の一層の活性化等に向けてよろしくお願いいたします。 

桜は既に散ってしまいましたが、いま正に春真っ盛りで学校などの花

壇には様々な春の草花が咲いています。先日も私の Facebook にも書

きましたが、人間に体内時計があるように、植物も概日時計を持って

います。近年の遺伝子研究により、概日時計をつかさどる遺伝子群が

あり、さまざまな生理現象に影響を与えていることがわかってきてい

ます。植物の開花リズムの謎の解明は、生物多様性を理解する上でも

重要です。同じ属のなかで開花リズムの多様性が生まれた理由は、花

粉を運ぶ昆虫への適応と考えられます。「花粉媒介者（ポリネーター）」

を効率よく奪い合わずに分かち合うための生存戦略です。 

この植物の「開花リズム」の多様性を教育に当てはめると、画一的

な教育システムから多様性を包摂するシステムへの転換の示唆が得

られる気がします。生物学的に見れば、「全員が同じ時期に、同じよう

に成果を出すこと」は、むしろリスクであり不自然なことです。 

 現在の教育制度の多くは、8 月に始まり 3 月に終わる「1 年という

サイクル」や、「18 歳で大学受験」といった固定されたスケジュール

に基づいています。これは農業で言えば、すべての作物を同じ時期に

収穫しようとするようなものです。10 代で才能が開花する「早咲き」

の子もいれば、30 代を過ぎてから深い知性を開花させる「遅咲き」の

子もいます。もし、春に咲く花を高く評価してしまえば、夜に咲く月

下美人のような、独自の価値を持つ才能を摘み取ってしまうことにな

ります。 

 また、花が特定の昆虫（媒介者）を惹きつけるためにリズムを調整

するように、学習者もまた、自分を導いてくれる「誰か」や「何か」

と出会うタイミングが異なります。教育の本質は、その子が「どの媒

介者（分野や師）と出会うべきタイミングなのか」を見極めることに

あります。 
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 開花リズムを尊重することは、その子が最も効率よく「知識の受粉」

を行えるチャンスを待つことでもある気がします。もし全ての学生が

同じ時期に、同じスキルを身につけて卒業したら、労働市場や研究分

野は過当競争に陥り、共倒れしてしまいます。伝統を継承するリズム

の人、時代を先取りするリズムの人。教育現場が「多様なリズム」を

許容することは、将来的に社会のあらゆる隙間に専門性が行き渡るこ

とを意味します。学びの時期や方法がズレているからこそ、社会とい

う生態系は豊かになり、どんな環境変化にも耐えうる強さを持てるの

です。 

 今年度も「誰一人取り残さない」という教育意志のもと、一人一人

の異なる背景や特性を認め合い、生かし合う、そんな多様性を包摂し

た教育の実現に向けて努めてまいりたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

教 育 長 今年度も仙波委員に教育長職務代理者に指名いたしました。仙波委

員より一言お願いいたします。 

仙波委員 改めまして仙波でございます。引き続き教育長に活発にやっていた

だくことを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

教 育 長 それでは、ただいまから、令和 8年第 4回戸田市教育委員会定例会

を開会いたします。 

教 育 長 前回の会議録の承認ですが、事前に会議録の内容を見ていただいて

おります。御異議がないようでしたら承認ということでよろしいでし

ょうか。 

各 委 員   了承 

教 育 長 それでは、会議録に御署名をお願いします。 

各 委 員   署名 
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教 育 長 「教育委員提案」について御報告します。長道委員から御提案のあ

りました「学校のバリアフリー整備について」、事務局より説明願いま

す。 

説 明 員 教育総務課から、教育委員提案「学校施設のバリアフリー整備につ

いて」御説明します。 

本市の学校施設におけるバリアフリー工事は、令和 6年度及び令和

7 年度の 2 か年で、既存施設を対象とした段差解消、バリアフリート

イレ、斜行型段差解消機等の整備を計画どおり完了したところでござ

います。なお、今後、増築や改築を予定している学校におけるエレベ

ーター整備などについては、それぞれの工事に合わせて対応していく

予定です。このたびは教育委員提案として機会をいただきましたの

で、改めて学校施設におけるバリアフリー整備の状況について御説明

します。 

それでは、資料 2ページを御覧ください。ここでは、バリアフリー

に関する法令の変遷について御説明します。 

まず、国の動きでございます。バリアフリーに関連する法律は、ま

ず平成 6年にハートビル法が制定されました。ハートビル法では不特

定多数が利用する建築物を対象にバリアフリー整備を求める法律と

なっており、対象となる建築物は、病院、劇場、百貨店等であり、学

校は対象外となっておりました。平成 18 年には、建物を対象とした

ハートビル法と交通機関を対象とした交通バリアフリー法が統合し、

バリアフリー法が制定されましたが、学校施設のバリアフリーが義務

化となったのは、令和 3年の法改正後となっております。 

続いて、埼玉県の動きでございます。国に先んじて県では平成 7年

に「埼玉県福祉のまちづくり条例」が制定され、学校施設のバリアフ

リー化は義務化となりました。以上が、法令等の動向でございます。 

本市の学校施設の状況を申し上げますと、県の条例が施行された平

成 7 年度以降に増改築をした施設、例えば平成 16 年建築の芦原小学
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校などは、バリアフリー化をしておりますが、既存の校舎、屋内運動

場は昭和 50 年代までに建てたものが多く、バリアフリー化されてい

ない現状でございました。 

次に、資料 3ページを御覧ください。学校施設のバリアフリー化に

関する文部科学省の取組について御説明します。 

文部科学省では、新たに建築する学校施設のバリアフリーの義務化

を踏まえ、既存の学校施設についてもバリアフリー化を努力義務とし

て位置づけています。この既存施設へのバリアフリー化の主な内容

は、校舎内の段差解消、バリアフリートイレの整備、エレベーターの

整備の 3点とされました。加えて、令和 7年度までの学校施設のバリ

アフリー化の完了を目指すため、国の交付金の補助率を嵩上げしたも

のです。このことを受け、市では、バリアフリー化されていない学校

施設を対象として、令和 6年度と昨年度の 2か年で工事を実施し、計

画通り完了したところです。 

次に、資料 4ページを御覧ください。学校施設のバリアフリー整備

について整備前後の状況を整理したものでございます。上段の表が

「校舎」で、下段の表が「屋内運動場」でございます。それぞれの表

中の 1 行目は、令和 2 年度の全国小中学校の数字、2 行目は令和 5 年

度のバリアフリー工事前の戸田市の数字、3 行目は令和 7 年度のバリ

アフリー工事後の戸田市の数字でございます。例えば、校舎のエレベ

ーターにつきましては、戸田南小学校や美笹中学校など、今後予定し

ている増築や改築に合わせて整備を行う学校があります。そのため、

令和 7年度末時点では未整備となっている学校もありますが、既存施

設に対する段差解消、バリアフリートイレ、斜行型段差解消機等につ

いては、可能な範囲で計画的に整備を進めてまいりました。また、こ

のバリアフリー工事に合わせて、学校施設のトイレ洋式化も完了いた

しました。なお、文部科学省のバリアフリーの検討部会に本市総務課

職員が委員として参加するなど、本市教育委員会のバリアフリー化の

取組についても一定の評価をいただいています。 
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次に、資料 5ページを御覧ください。ここからは、スロープ設置、

バリアフリートイレ、エレベーター関係のそれぞれの整備内容につい

て、御説明します。まずは、スロープ設置による段差解消でございま

す。整備の基本的な考え方としましては、児童生徒が登下校に使用す

る出入口から校舎までのアプローチ、校舎から体育館までのアプロー

チ、校舎・体育館の施設内の廊下で教室と段差が生じた箇所、主に三

つのポイントを対象として整備をしております。写真のとおり、必要

に応じてスロープに合わせて、手すりを整備するなど行っておりま

す。 

次に、資料 6ページを御覧ください。バリアフリートイレ整備でご

ざいます。整備の基本的な考え方としましては、校舎と体育館に各 1

室ずつ設置しております。整備場所にあたっては、車いすが回転でき

ること、オストメイト・手洗い場を設置できることを条件に、場所を

選定しております。 

次に、資料 7ページを御覧ください。昇降機設備の整備でございま

す。建築の仕様上、エレベーターが設置できない喜沢小学校などにつ

いては、既存の階段を活用し、階段に沿って昇り降りできる斜行型段

差解消機を設置いたしました。斜行型段差解消機は、非常にゆっくり

と移動するため、安全に運行することが可能であるとともに、車いす

利用者がそのまま乗ることや、介助者がいない状況でも使用が可能な

ものとなっております。 

次に、資料 8ページを御覧ください。バリアフリー整備に要した工

事費と充当した国庫交付金でございます。工事費は全体で約 2 億

8,400 万円となりました。また、獲得可能な交付金は可能な限り活用

いたしまして、約 8,900 万円を充当することとしております。 

最後に、今後の課題といたしましては、こうしたバリアフリー工事

により施設全体の底上げは図られたものの、障害のある方は一人一

人、特性が異なること、また、障害者差別解消法に基づく合理的配慮
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や医療的ケア児への対応など、社会情勢の変化により施設に求められ

る配慮も刻々と変化している状況にございます。このため、個別の状

況や変化する社会動向に合わせながら、施設利用の考え方などソフト

面についても柔軟に対応していく必要があると考えております。説明

は、以上でございます。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 令和 6 年、7 年含めてよく整備され、取り組まれている状況がよく

わかりました。 

今後も整備が終了ではなく、定期的に点検しながら改善していただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

委  員 具体的に進んでいることを知ることができ、とてもよかったと思い

ます。保護者に対し、学校施設の整備状況や改善状況については、ど

のように説明しているのでしょうか。 

教 育 長 工事実施時には、工事期間中の安全確保や注意喚起を目的として、

学校を通じて保護者等に周知しております。また、昨年発行した教育

広報誌「TODACCO」においても、バリアフリー化を含めた学校施設の整

備状況について掲載し、広報を行っております。 

委  員 新入生の保護者など、これまでの整備状況を知らない方もいると思

いますので、改めてこうした点も踏まえた広報をお願いしたいと思い

ます。 

委  員 トイレの洋式化が 100％達成されていることは、大変よかったと思

います。 

委  員 全ての学校にスロープが整備されたことは、大変ありがたく思いま

す。さらに大切なことは、手助けを必要とする障害のある方がいたと

きに、周りの児童生徒がどのように気づき、関わることができるかと

いうことと思います。そのような場面で適切に対応できるような教育

を行っていただきたいと思いました。 
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教 育 長 ただいまの御意見は、施設整備などのハード面に加えて、児童生徒

の理解や関わり方といったソフト面の取組も重要であるという趣旨

であったと思います。障害の有無にかかわらず、互いを理解し、共に

学び、共に生活できる環境を整えていくことは、インクルーシブな教

育を推進する上でも大切な視点です。そこは、教育政策室などもしっ

かりと受け止め、今後の取組に生かしてほしいと思います。 

教 育 長 それでは 1 点目の学校のバリアフリー整備については終了し、次の

案件に進みたいと思います。 

教 育 長 続きまして、長道委員から御提案のありました、「戸田市立小中学校

の夏季休業期間について」、事務局より説明願います。 

説 明 員 「戸田市立小中学校の夏季休業期間」について報告いたします。 

はじめに１つ目のスライドを御覧ください。公立学校の長期休業日

は、当該市町村の教育委員会が定めることとなっており、現在、戸田

市では、戸田市立小中学校管理規則により、夏季休業日を 7 月 21 日

から 8月 24 日までとしております。 

次に、２つ目のスライドを御覧ください。以前は、終了日を 8月 31

日としておりましたが、普通教室等へのエアコン設置もあり、本市で

は、平成 17 年度から段階的に夏季休業日の短縮を始めました。なお、

この時期は、全国的に学力低下が懸念されていた時期とも重なり、本

市では、約 1週間短縮することで、25～28 時間程の授業時数を生み出

してきました。 

次に、３つ目のスライドを御覧ください。こちらは、令和 8年度の

埼玉県南部地区の 13 市町及びさいたま市の夏季休業期間です。夏季

休業日の開始は、13 市町及びさいたま市全てが 7 月 21 日でした。終

了日は、戸田市が 8 月 24 日と最も早く、さいたま市が 8 月 25 日、8

月 31 日としているところが最も多く 8 市ありました。近年では、桶

川市、伊奈町等が、学校管理規則を見直し、終了日を 8 月 31 日まで

延ばしています。なお、さいたま市、鴻巣市などは、夏季休業期間を
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「7 月 21 日から 8 月 31 日までの間で校長が定めた日」としておりま

す。 

次に、4 つ目のスライドを御覧ください。このように、現在、他市

町と比較し、本市の夏季休業期間は１週間程度短くなっております。

ここからは、夏季休業期間が短縮されたことによるメリットとデメリ

ットについて御説明します。 

まず、夏季休業期間を現行のとおりとすることによる主なメリット

について、子供、保護者、教職員、学校運営のそれぞれの視点から御

説明します。 

1 つ目は、子供にとってのメリットです。夏季休業期間が比較的短

いことで、長期間にわたり家庭で一人で過ごす期間が短くなる子供も

います。また、学校生活に早めに戻ることで、睡眠や食生活などの生

活リズムを整えやすくなる面があります。 

2 つ目は、保護者にとってのメリットです。学校が始まり、学校給

食が再開されることで、特に昼食の準備や日中の見守りに関する家庭

の負担が軽減される面があります。 

3 つ目は、教職員にとってのメリットです。授業時数の確保と「余

白」の創出により、柔軟な教育課程を編成し、教育活動の「余白」を

創出することができます。教材研究を深めたり、授業の質の向上につ

なげたりする効果があると考えます。 

4 つ目は、学校運営にとってのメリットです。年間の教育課程に一

定の余白が生まれることで、自然災害や感染症等による臨時休業、学

級閉鎖等が生じた場合にも、教育課程を調整しやすくなります。また、

林間学校や修学旅行等の学校行事についても、特定の時期に集中しす

ぎないよう、日程を分散して計画しやすくなる面があります。 

次に、5 つ目のスライドを御覧ください。次にデメリットについて

御説明します。 
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1 つ目は、子供の健康面に関する課題です。8月下旬は近年、記録

的な暑さとなる日も多く、そうした中で登下校することは、子供たち

にとって大きな負担となる可能性があります。熱中症対策を含め、安

全面への配慮が必要となります。 

2 つ目は、教職員の勤務や研修に関する課題です。夏季休業期間が

短いことにより、教職員が年次休暇等を取得する期間や、専門的な研

修、教材研究、校内研修等に充てる時間が限られる面があります。 

3 つ目は、子供の自主的・探究的な活動に関する課題です。自由研

究など、夏季休業期間中にじっくり取り組む活動については、期間の

短さが、子供たちの取組の幅や深まりに影響する可能性があります。 

4 つ目は、家庭や地域での体験機会に関する課題です。旅行、キャ

ンプ、親戚との交流、地域行事参加など、学校では得がたい非日常的

な体験について、長期的な計画を立てにくくなる可能性があります。 

最後に 6つ目のスライドを御覧ください。今後の本市の夏季休業期

間の在り方についてです。以下の点を留意しつつ、今後も引き続き研

究を進めていく必要があります。まず、重要になるのは、先ほどのメ

リットとデメリットを踏まえ、子供たちにとって、よりよい教育環境

を整えていくという視点で検討していくということと考えておりま

す。 

また、実際に変更することになる場合は、各課や市長部局との調整

も必要になるだろうと思います。給食の開始時期については学校給食

課と、夏季休業期間変更に伴う学童の開設時期については、子育て支

援課と、余剰時間数の減少に伴う教育課程における余白創出の方法に

ついては、教育政策室との調整が必要になります。 

さらに、学校運営協議会や保護者の方々への説明や、必要に応じて

保護者から意見をいただくことも考えております。 

報告は以上となります。 
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教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 平成 17 年頃、戸田市ではエアコン整備が進み、それに伴い小学校

では二学期制が導入されたと記憶しています。当時は、全国的に学力

低下や授業時数の減少が懸念されていた時期でもあり、授業時数を確

保し、教育内容を無理なく指導していくためには、授業時数の確保と

教育課程上のゆとりが必要であったと思います。その意味では、夏季

休業日を 1週間程度短くし、授業時数を確保してきたことには一定の

合理性があり、現行の日程にも、これまでの経緯を踏まえた意味があ

ったと考えます。 

一方、最近の傾向としては 8 月 31 日まで休業日を延ばしている市

町村が非常に増えてきているそうですが、猛暑対応や学校の働き方改

革などにより延ばしていると考えます。こうした状況を踏まえると、

戸田市も、夏季休業期間の在り方について改めて検討していく時期に

きているのではないかと思いました。 

そこで、夏季休業日を 8 月 31 日まで延ばした時に、教育活動の余

白の創出と授業時数の確保は両立するのでしょうか。また、これまで

8 月 24 日から 8 月 31 日までに予定されている、行事や教職員の研修

等が、8月 31 日まで延ばした場合、それがうまく設定できるのかどう

か聞きたいです。 

また、夏季休業期間について検討するときに、もし、8月 31 日まで

ということになったときに、どのように保護者等へ周知徹底していく

のか、教えてください。 

説 明 員 まず授業時数につきましては、現在各校で、自然災害による休校や、

学級閉鎖等があった場合にも標準授業時数を確保できるよう、学校に

よって、多少違いはありますが、小学校では 22 時間から 30 時間ほど

の余剰時数が確保されています。もし 5日間ほど、授業日が減った場

合は、この余剰時数がほぼなくなるという計算です。 
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また、8月下旬の学校行事や校内研修等につきましては、今年度は、

この 1週間の中に小学校 5校が修学旅行を計画しており、各校とも、

例年おおむね同じ時期に実施している状況です。さらに、校内研修に

ついては、毎年夏季休業期間中に各校へ返却される全国学力・学習状

況調査や、埼玉県学力・学習状況調査の結果を分析し、夏季休業明け

の授業改善につなげる研修を位置づけている学校が多くあります。 

最後に、保護者や地域の方への説明等につきましては、現時点で直

ちにヒアリングや説明を行うということではありません。まずは、夏

季休業期間を見直すことによるメリットやデメリットについて、子

供、保護者、教職員、学校運営のそれぞれの視点から整理し、検討を

深めていく必要があると考えております。その上で、具体的な見直し

の方向性が見えてきた段階で、必要に応じて保護者や地域の方から御

意見をいただくことも考えられます。その際には、近隣市の事例も参

考にしながら、丁寧に進めてまいりたいと考えております。 

委  員 メリット・デメリットについて、子供、保護者、教職員、学校運営

のそれぞれの視点から整理して御説明いただき、論点が分かりやすく

なったと思います。その上で、近年の気候変動や猛暑の状況を踏まえ

ると、特に子供たちの健康面に十分留意し、どのように熱中症等対策

を行っていくかという点は重要な課題です。この点は引き続き丁寧に

議論していく必要があると感じました。 

また、そもそも夏季休業日は日本の学校へどのように導入されたの

でしょうか。歴史的な背景を振り返ったとき、なぜ夏季休業日が必要

だったのか、何のために導入されたのかということです。また、最後

になりますが、今後どういう方向で持っていくのか、どういう視点か

ら検討を進めるのか、お考えをお聞かせいただければと思います。 

説 明 員 日本では、明治 14 年には夏季休業日に相当するものが既に始まっ

ていたようです。その理由について明確に記されているものは確認で

きておりませんが、他自治体等の資料を見ると、大きく次の 3点に整
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理できるのではないかと考えます。1 つ目は、子供たちの健康面への

配慮、特に夏の暑さを避けることです。2 つ目は、学校の授業だけで

は得にくい自然体験や生活体験の機会を確保することです。3つ目は、

教職員の研修や教材研究等の時間を確保することです。これら 3 つ

は、本市においても夏季休業日の意義として、現在も十分当てはまる

ものと考えております。 

そして、今後の方向性につきましては、夏季休業期間を現行のまま

とするか、終了日を延長するかという二者択一だけでなく、子供、保

護者、教職員、学校運営のそれぞれの視点から、どのような影響があ

るのかを整理しながら検討する必要があると考えております。 

例えば、授業時数の確保や教育課程上の余白を重視する場合には、

現行の期間を維持するという考え方がございます。一方で、猛暑への

対応、子供たちの体験活動の機会、教職員の研修や休暇取得の時間確

保などを重視する場合には、夏季休業期間の終了日を延長するという

考え方もございます。 

また、現在のメリットを大切にしつつ課題を軽減する方法として、

夏季休業期間だけでなく、春季休業日や年間行事、教育課程全体の在

り方を含めて検討することも考えられます。今後も、子供たちにとっ

てよりよい教育環境を整えるという視点を中心に、関係課とも連携し

ながら研究を進めてまいります。 

委  員 今のところは、8 月 24 日までか 8 月 31 日までのいずれかのような

感じがしますが、この間の 8 月 28 日までにしたらどうかとも思いま

す。そこで、8月 28 日までにした他市の様子が分かるようでしたら教

えていただきたいです。また、さいたま市や北本市は、7月 21 日から

8月 31 日までの間で、校長が決めるとなっていますが、具体的にどの

ように定めているのか教えていただければと思います。 

説 明 員 8 月 28 日までにしている自治体について確認したところ、元々は戸

田市と同じぐらいの終了日でしたが、夏季休業期間を長くした方がよ
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いとのことで、3 日延長したとのことです。見直したことにより、デ

メリットの部分がやや解消されていったということでした。また、さ

いたま市や北本市の夏季休業期間については、規則に校長が定める日

とありますが、当該市内の学校ごとに異なる終了日にはなっていない

ということでした。例えば、さいたま市の場合は、事前に市教育委員

会と校長会が調整し、翌年度の終了日を秋口に決定して、年間の授業

日数を確保していくという決め方であるということです。 

委  員 私としては、戸田市の夏季休業日は、ちょっと短いという感覚はあ

ります。仕事もしていると、夏季休業日とはいえ、家族で出かけるの

は週末ぐらいで、旅行やまとまった自由研究をするには 1週間短くな

るとより難しくなると思います。しかし、子供が、学童をやめてから

は、一人でずっと家で過ごしているところで、生活習慣の乱れはとて

も気になるところです。それが 1週間長くなることで、元の生活に戻

ることが難しくなると思いますので、こうした心配についてどのよう

に考えているのかお聞きしたいです。また家に一人でいることについ

て、防犯の面からも親としては心配ですので、そのことも含めて教え

ていただきたいと思います。 

説 明 員 委員のお話のとおり、夏季休業期間については、誰にとってのメリ

ット・デメリットなのかを整理することが大切であると受け止めてお

ります。特に、子供にとっては、生活リズムの維持や安全面の一方で、

暑さの中での登下校や、家庭・地域での体験機会の確保という課題が

あります。また、保護者にとっては、給食の再開や家庭での見守りの

負担軽減という面がある一方で、家族で過ごす時間や長期的な予定の

立てやすさという面もあります。教職員にとっても、授業時数の確保

と、研修・休暇・教材研究の時間確保とのバランスが課題になります。

そのため、改めて、子供、保護者、教職員、学校運営のそれぞれの視

点を踏まえ、関係課とも調整を図りながら、引き続き検討してまいり

たいと考えております。 

教 育 長 他自治体の動向を踏まえながら、今後も検討してまいります。 
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他に質問等がないようなので、以上で提案は終わりにしたいと思い

ます。 

教 育 長 続きまして、「報告事項」について申し上げます。本日は「その他」

を含めまして 10 件の報告がございます。 

① 令和７年度入学準備金貸付内訳について 

② 令和８年度第１回奨学資金貸付内訳（新規分）について 

③ 戸田市立小学校卒業児童の私立中学校等への進学者数について 

④ 令和８年度児童生徒数及び学級数について 

⑤ 令和８年度指導の重点・主な施策について 

⑥ 令和７年度戸田市教育研究集録について 

⑦ 令和８年度学校公開日等一覧 

⑧ 令和８年度南部教育事務所教育支援担当・学力向上推進担当学校

訪問の予定について 

⑨ 青山学院大学・戸田市連携講座の開催について 

⑩ その他 

各所属長より報告いたします。なお、御質問につきましては、すべ

ての報告が終了した後に伺います。 

説 明 員 報告事項① 令和７年度入学準備金貸付内訳について、御報告いた

します。 

入学準備金貸付につきましては、昨年度の 10 月から 2 月末まで募

集を行ったところ、28 人の申請がありました。これを受け、入学準備

金受給者選考委員会にて選考した結果、28 人全員の貸付が決定され、

辞退者 2 人と窓口での手続きが完了しておらず貸付をできていない 3

人を除く 23 人に貸付を行いました。 
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説 明 員 報告事項② 令和８年度第1回の奨学資金貸付決定状況につきまし

て、御報告いたします。 

奨学資金貸付につきましては、年に 2 回、3 月と 9 月にそれぞれ 4

月からの奨学生・10 月からの奨学生を募集しております。今回、令和

8 年度第 1 回として 3 月に募集を行ったところ、5 人の申請があり全

員の貸付が決定いたしました。 

説 明 員 報告事項③ 戸田市立小学校卒業児童の私立中学校等への進学者

数について 

令和7年度戸田市立小学校卒業児童の私立中学校等への進学者数に

ついて報告いたします。令和 8年度の私立中学校等への進学者は、134

名でした。昨年度と人数で比較すると 6名増えており、卒業者の全体

数が 32 名減っていることから、割合としては昨年より、約 0.6 ポイ

ント高くなっています。 

説 明 員 報告事項④ 令和 8年度児童生徒数及び学級数について 

令和 8年度児童生徒数及び学級数について報告いたします。小学校

の児童数については、前年度同時期比 250 名減の 7,416 名、中学校生

徒数については、前年度同時期比 60 名減の 3,636 名となります。ま

た、小学校の学級数については、前年度同時期比 1学級減の 282 学級、

中学校の学級数については、前年度同時期比 5学級増の 122 学級とな

ります。なお、令和 8年度をもって、国の基準により小学校の全ての

学年及び中学校 1年まで、1学級あたりの定数が 35 名となりました。 

説 明 員 
報告事項⑤ 令和 8年度 指導の重点・主な施策について 

令和 8年度 指導の重点・主な施策について説明をいたします。お

手元の資料を御確認ください。「指導の重点・主な施策」の令和 8 年

度版は、教師が授業づくりや指導で悩んだ際の拠り所となるものとす

ることを意識して作成しました。2 ページ目のアクティブ・ラーニン

グ指導用ルーブリックにおいては、令和 7年度の自己評価結果の集計

を踏まえ、今年度の重点を視点 4の「主に深い学びの視点」として定



 

 17

めました。その上で、3，4 ページの見開きでは、単元ベースの授業づ

くりに向けた「授業改善の 3つの重点」を示しています。また、5、6

ページでは、単元ベースの授業づくりの考え方を 3つのステップで具

体的に説明しています。まずは、授業研究会や学校訪問の際の授業か

ら活用していけるよう、各学校に促してまいります。さらに、7 ペー

ジでは ICT の効果的な活用、8 ページ以降では、本市で継続的に取り

組んでいるリーディングスキルと WEBQU の活用について、授業づくり

や学級経営にどのようにつなげていくかを示しました。最後に、11 ペ

ージでは、全中学校に昨年度導入したレーザー加工機を含め、ものづ

くりの視点を取り入れた PBL の深化についても掲載しています。今

後、学校訪問や校内研修、各種研修会における指導主事の指導の際に

も活用してまいります。 

説 明 員 報告事項 ⑥令和７年度 戸田市教育研究集録について 

続いて⑥令和7年度 戸田市教育研究集録について説明をいたしま

す。別冊の薄緑の冊子を御覧ください。令和 7年度の研究集録は、「深

い学び」「多様性の包摂」「リーディングスキル」「校内サポートルー

ム」「ものづくり・PBL」など、今年度の本市の重点的な取組と接続す

る内容で構成しています。表紙は、昨年度の教育フェスティバルで御

講演いただきました、文科省初等中等教育局学校教育官の岩岡寛人様

の御講演内容を掲載しています。 

2，3 ページには、令和 7年度から市内小学校 3校、中学校 1校で指

定を受けて取り組んでいる研究開発学校に関わり、京都大学の石井英

真教授と一般社団法人 UNIVA 理事の野口晃菜様から、それぞれ「深い

学び」と「多様性の包摂」の観点から御寄稿いただいております。 

4，5 ページは、新井紀子先生による寄稿で、オーバーアチーバーと

リーディング・スキルテストとの関連について、具体例を挙げながら

御説明いただいており、大変興味深い内容となっております。 
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6 ページは、幼保小の架け橋プログラムにおいて大切にしたいこと

について、國學院大學の吉永安里教授に御寄稿いただきました。7 ペ

ージは、わかる調査の経年比較、8 ページは、スマートニュースメデ

ィア研究所と共同実施した「新聞接触による中学生のマスメディア信

頼に関する実証調査」の主な成果、9 ページは、校内サポートルーム

に係る「ぱれっとラボ」の分析を掲載しています。 

その他、教育センターの教科等研究グループの研究報告や、文部科

学省の加固希支男調査官、日本体育大学の石田有記教授、十文字学園

女子大学の星野敦子教授による特別寄稿も掲載しており、充実した内

容になっております。お時間のあるときに、お目通しいただければ幸

いです。 

説 明 員 報告事項 ⑦学校公開日等一覧 

資料⑦を御覧ください。各小・中学校の学校公開日や運動会・体育

祭の実施予定日については、御覧のとおりです。児童生徒の活躍の場

や体験の機会、開かれた学校づくりの一環としても多くの行事が実施

できるよう、各学校を支援してまいります。 

説 明 員 報告事項 ⑧令和 8年度 戸田市教育委員会・南部教育事務所教育

支援担当・学力向上推進担当学校訪問の予定について 

⑧令和 8年度 戸田市教育委員会・南部教育事務所教育支援担当・

学力向上推進担当学校訪問の予定について御覧ください。今年度も昨

年度同様、開会行事に校長先生が行う学校概要説明のプレゼンも御覧

いただくために、早めにお集まりいただけますようお願いいたしま

す。委員の皆様には、概ね学期ごとに担当からメールにより参加・不

参加を確認しますので、何卒よろしくお願いいたします。 

説 明 員 報告事項 ⑨青山学院大学・戸田市連携講座の開催について 

報告事項⑨「青山学院大学・戸田市連携講座の開催について」報告

させていただきます。資料は、5 ページとなります。今年度の市民大
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学講座「青山学院大学・戸田市連携講座」は、5月 16 日（土）から、

戸田市文化会館会議室において、「戸田で中世を学ぶ」を全体テーマと

して、全 4 回で開催いたします。各回のテーマは、「中世の巡礼－観

音霊場と熊野－」、「中世武蔵野の和歌と連歌」、「『太平記』の虚像と実

像－日本中世史研究の現在地－」、「中世武相二国の真宗門徒の展開」

となっております。今回も、会場受講のほか、オンデマンド配信も実

施いたします。「歴史」は、市民からのニーズも高く、人気のあるテー

マとなっており、4 月 3 日（金）から申し込みを開始いたしましたと

ころ、昨日までの申込者数は、全 4回分で、会場 256 名 オンデマン

ド 157 名 計 412 名となっております。また、第 1回の講座に先立ち

まして、令和 8年度戸田市民大学開講式を行い、その際に戸田市民大

学の副学長である戸ヶ﨑教育長から御挨拶させていただきます。市民

大学は、令和 8年度も、学びや活動の楽しさを知り、人生の豊かさを

実感していただけるよう、関係各課、公共施設等と連携し、地域との

関りも持ちながら取り組んでまいります。また、学びやすい環境の充

実を図り、多様な学びから地域の様々な活動に活かしていただけるよ

う、「戸田市生涯学習推進ビジョン」に沿って、計画的に進めてまいり

ます。 

教 育 長 次に⑩ その他ですが、事務局より何かございますか。 

事 務 局 特になし 

教 育 長 以上で報告事項の説明が終わりました。何か御質問等がありました

ら伺います。 

まずは報告事項の①入学準備金の貸付内訳についてはいかがでし

ょうか。 

委  員 物価も上がっていますが、貸付単価について変更はありますか。 

説 明 員 貸付単価につきましては、入学準備金に関しては高等学校・大学で

は異なります。例えば、高等学校については国公立で 30 万円、私立
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高校で 50 万円でございますが、単価については高等学校・大学とも

に変更ございません。 

委  員 今後の貸付単価の変更予定はありますか。 

説 明 員 今年度から、いわゆる高校無償化が始まることになっておりますの

で、この動向を踏まえながら入学準備金、また報告事項②の奨学資金

の貸付についても見直しの検討を、場合によっては進めていく必要が

あると考えております。 

教 育 長 続きまして報告事項の②第 1回奨学資金の貸付内訳については、い

かがでしょうか。 

各 委 員 特になし 

教 育 長 続きまして、報告事項の③私立中学校への進学者数についてはいか

がでしょうか。 

各 委 員 特になし 

教 育 長 続きまして、報告事項④令和８年度児童生徒数の学級数について

は、いかがでしょうか。 

各 委 員 特になし 

教 育 長 続きまして、報告事項⑤令和８年度指導の重点・主な施策について、

及び報告事項⑥令和７年度戸田市教育研究集録について、いかがでし

ょうか。 

各 委 員 特になし 

教 育 長 続きまして、報告事項⑦令和８年度学校公開日等一覧について、い

かがでしょうか。 

委  員 小学校の修学旅行の日程について、4 校が 8 月 27 日から 28 日で同

じ日程ですが、同じ場所に行った場合、混雑が起きてしまうといった

問題は発生していないのでしょうか。 
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説 明 員 夏季休業日の短縮の話の中でもありましたが、他自治体はこの時期

に行かないところが多いため、比較的空いており、見学しやすくなり

ます。スケジュールを組む時に時間がずれるようにうまく組まれてい

るので、同時に 4校が集まるということはほとんどありません。 

委  員 小学校の運動会は、ほとんど休みの日に当てていますが、中学校の

体育祭では戸田中以外は平日になっている理由を教えてください。ま

た、2回目の学校公開日について、彩の国教育の日の 11 月 1 日を踏ま

え、戸田市の場合は 10 月 24 日と 10 月 31 日を公開日とされているの

ですが、公開日に運動会・体育祭を当てている学校があります。別の

日に公開日を設定している学校と、運動会を公開日としているだけの

学校もあるのですが、その辺りの違いはなんでしょうか。 

説 明 員 体育祭ですが、大きい学校では 1日で終わらないため、分散して開

催しているところもあります。平日にシフトしてきている理由につい

ては聞きとりができていないため、明確にはお答えできません。 

説 明 員 小学校の運動会が学校公開日に当てられていることにつきまして

は、運動会の開催日を決めるに当たり、戸田東小は涼しくなってきた

ときに実施とのことから、運動会を 10 月 31 日に当て、別に公開日を

10 月の上旬に計画しています。学校ごとにいろいろ考えての対応かと

思います。ただ、保護者・地域の皆様に学校の授業などを見ていただ

く機会を減らすことにはなっていないと思います。 

委  員 土日にしか見に行けない保護者も多く、運動会・体育祭が平日だと

残念だという意見があることをお伝えさせていただきます。 

教 育 長 続きまして、報告事項⑧令和８年度南部教育事務所教育支援担当・

学力向上推進担当学校訪問の予定について、いかがでしょうか。 

委員の皆様には今年度もぜひ御都合つけていただいて、学校訪問の

方も見ていただくとありがたいと思います。 

各 委 員 特になし 
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教 育 長 続きまして、報告事項⑨青山学院大学・戸田市連携講座の開催につ

いてでございますが、講座のテーマや講師は、どのように決めていま

すか。 

説 明 員 コーディネートにつきましては青山学院大学の全面的な御協力に

よるものです。前年度に大学で開催した講座を中心に御調整いただい

たものでございます。 

教 育 長 以上で報告事項を終わりにします。 

教 育 長 続きまして、議案の審議に移ります。 

「報告第１号 戸田市海外留学奨学資金等給与条例施行規則及び

未来へはばたく人財育成資金条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて」、事務局より説明をお願います。 

説 明 員 報告第１号 戸田市海外留学奨学資金等給与条例施行規則及び未

来へはばたく人財育成資金条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて、御説明いたします。 

本件は、市長部局による補助金申請時等における押印の原則廃止の

方針にならい、教育委員会が所管する 2つの規則について、申請時の

押印を廃止する趣旨で 4月 1 日施行となるよう、専決にて改正を行っ

たものでございます。改正内容といたしましては、規則に規定する申

請様式の押印欄を廃止する改正を行ったものでございます。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

教 育 長 質問がないようですので、報告第１号は、提案内容のとおり議決す

ることに御異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、報告第１号は提案内容のとおり議決いたします。 
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教 育 長 続きまして、「報告第２号 「戸田市立小・中学校服務規程の一部を

改正する訓令について」説明いたします。 

説 明 員 報告第２号 戸田市立小・中学校服務規程の一部を改正する訓令に

ついて、御説明いたします。 

本改正は、子育て中の教職員が、小学校第 1学年から第 3学年まで

の子を養育するため、1 日 2 時間を超えない範囲で取得できる無給の

休暇制度を新設するものです。「学校職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例」及び同規則が、令和 8 年 3 月 31 日に公

布されたことに伴い、本市においても例規改正を行いました。県議会

での条例の可決が令和 8 年 3 月 27 日であったことから、急遽、教育

長の専決により、令和 8 年 4 月 1 日に施行しております。改正内容

は、資料にあるとおり、新たに設けられた「子育て部分休暇」に関す

るもので、現在の部分休業と同様に、1 日の勤務時間のうち 2 時間を

超えない範囲で取得可能となります。取得期間は、子が小学校就学の

始期から小学校第 3学年修了までとなります。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 本年度、既に子育て部分休暇を取得した職員は何名いますか。 

説 明 員 今年度、子育て部分休暇取得者は 1名ですが、従来の部分休業取得

者は、小中学校合わせて 10 名以上おります。従来の部分休業と共に、

この子育て部分休暇の制度には、代わりの人的な配置はありません。

学年や教科の時間割を調整したり、教科担任制を行うことで調整した

りしながら、各学校で調整しているというのが実状です。なお、部分

休業や子育て部分休暇は、1 日の上限が 2 時間のため、勤務終了前、

既にその日の授業が終わっている時間帯に取得している方も多いで

す。 

委  員 子育て世代の教職員をサポートする制度は大変重要であると思い

ます。先ほど言ったように、今後も部分休業等を取得した方の代わり

に仕事をする方がいるか、誰がカバーすることができるかが、課題に
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なってくると思いますので、こうした面の支援の在り方について検討

していただきたいと思います。 

教 育 長 子育て世代の教職員にとって、こうした制度は働きやすさにつなが

る重要なものであり、同制度を利用しやすい環境を整えていく必要が

あります。一方で、担任や教科担当の教職員が不在となる時間が生じ

る場合には、子供たちの学びや保護者対応に支障が生じないよう、学

校全体でどのように支えていくかが課題となります。引き続き、事務

局は、校長を通じて学校の状況を丁寧に把握し、可能な限り必要な支

援を行ってください。 

教 育 長 質問等がないようですので、報告第２号は、提案内容のとおり議決

することに御異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、報告第２号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 続きまして、「報告第３号 令和８年度戸田市就学支援委員会の委

嘱について」事務局より説明いたします。 

説 明 員 報告第３号 令和８年度戸田市就学支援委員会委員の委嘱につい

て御説明いたします。 

本報告は、戸田市就学支援委員会条例に基づき、今年度の就学支援

委員会の委員の委嘱したことについて御報告するものです。就学相談

を早期から円滑に進める必要があることから、委員の委嘱については

専決処理により対応させていただきました。 

今年度も「心の教育アドバイザー」や教育センターの職員を中心に、

今月から早期の就学相談を開始しております。また、未就学児を対象

とした就学支援委員会については、8 月にも開催する予定です。早期

の就学相談を行うことにより、短期間で就学先を決定するのではな

く、保護者や関係者と丁寧に相談を重ねながら、時間をかけて就学先
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を決定することができます。こうした取組は、該当する保護者の安心

感にもつながっており、大変好評を得ているところです 

教 育 長 質問等がないようですので、報告第３号は、提案内容のとおり議決

することに御異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、報告第３号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 続きまして、「議案第２３号 戸田市立小・中学校通学区域審議会５

号委員の変更について」事務局から説明いたします。 

説 明 員 戸田市立小・中学校通学区域審議会５号委員の変更について、御審

議をお願いいたします。 

本件は、令和 8 年 4 月 1 日付けの市の定期人事異動に伴い、委員 1

名を変更するものです。当審議会は、条例により定数 15 人以内と定

められておりますが、当面の間、通学区域を変更する予定がないこと

から、条例第 2 条第 5 号に定める「市の職員」3 名を、あて職により

委嘱しております。新任者の任期は、前任者の残任期間の令和 9年 11

月 29 日までとなります。 

教 育 長 質問等がないようですので、議案第２３号は、提案内容のとおり議

決することに御異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第２３号は提案内容のとおり議決いたしま

す。 

教 育 長 続きまして、次第の６その他の「次回の教育委員会の日程（案）」に

ついて、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 次回の教育委員会の日程につきましては、5月 20 日（水）午後 3時

30 分からの開催と考えておりますが、お諮りいたします。 
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各 委 員 了承 

教 育 長 それでは、次回の教育委員会定例会の日程は、事務局（案）のとお

り決定いたします。次に、その他について、事務局から何かございま

すか。 

事 務 局  特になし。 

教 育 長 委員の皆様から何かございますか。 

委  員 外国籍の子供たちが増えていると感じています。文化や生活習慣の

違い、日本語の理解状況、家庭との連絡方法など、子供一人一人の状

況等により、学校現場では事務面や指導面の双方で様々な対応が必要

になっていると思います。そこで、外国籍の子供たちを取り巻く現状

や、支援の状況について、説明していただければと思います。 

教 育 長 教育政策室から御報告いたします。 

委  員 市内学校の校内や体育館の放送設備は、非常に大切だと思います。

こうした学校施設・設備の点検を市としてどのように実施しているの

か教えていただければと思います。 

教 育 長 教育総務課から御報告いたします。 

委  員 防犯対策について、実際に何かあったときに、とっさに声が出ない

こともあるのではないかと思います。実践的訓練として、大きな声を

出すことを含めた対応訓練も行っていただけるとよいのではないか

と感じています。あわせて、防犯ブザーの点検など、現在どのような

取組を実施しているのかも含めて御説明いただければと思います。 

説 明 員 何かあった時は大声を出して助けを求めるという話はしています

が、実際に大声を出すという個別の訓練は、学校として実施していな

いのが現状だと思います。 
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教 育 長 不審者対応は学校外でも起こることもあり、家庭の力も借りなくて

はならない非常に難しい問題ですが、学校での防犯教育の取組につい

て教育政策室から御報告いたします。 

委  員 学校の特色や、学校選択制で中学校を選択する上での判断材料とな

る情報について、子供や保護者に対してどのように行っているかを教

えていただきたいと思います。 

説 明 員 学校説明動画の公開や、学校公開のお知らせの小学校への送付な

ど、各中学校において工夫して情報提供を行っております。どの時期

に、どのような情報提供を行っているのか、改めて整理したいと考え

ております。 

教 育 長 学校公開日についての案内内容も含め、子供や保護者にとって分か

りやすい情報提供となっているかを整理し、改めて教育政策室から報

告いたします。 

それでは、本日の案件等、すべて終了いたしましたので、以上をも

ちまして、本日の教育委員会定例会を閉会いたします。 
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 以上のとおり会議の経過及び結果を記し、相違ないことを証するた

め署名する。 

 令和８年５月２０日  

  

 教   育   長 

 教育長職務代理者 

 委      員 

 委      員 

 委      員 

    書      記 

  

 

 


